
１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

別紙３

勝央町の給与・定員管理等の状況
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 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

人 件 費

　　　　　　Ｂ 17年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

21.2

Ｂ／Ａ

人 件 費 率区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（18年度末）

4,558,765

人　

（参考）

区 分

21.2

18年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

171,843 965,830

給 与 費 一人当たり

11,455

実 質 収 支

職員数 （参考）17年度平均

　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成18年4月1日現在の人数である。

(3) 特記事項

18年度

112 424,633 29,348

千円 千円人 千円千円 千円

171,989 625,970 5,589 5,764

　　　　　千円

区　　分

給与費 B/A

給 　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり職員数

　　　　　　Ａ

（参考）17年度平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 一人当たり給与費　　計　　Ｂ

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

(H14)

101.2

100

105

(H14)

96.5

(H14)

95.9(H19)

94.5 (H19)

93.6

(H19)

97.9

95

100

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1) 職員の平均年齢 平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成19年4月1日現在）

90

勝央町 類似団体平均 全国市平均

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成19年4月1日現在）

　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（国ベース）

区　　分

352,580

岡山県職員

43.7

42.1

373,259325,50543.0類似団体

平 均 年 齢 平均給料月額

362,025

****

平均給与月額

354,273

383,541

331,664

勝央町

平均給与月額

国 40.7 325,724

357,500

406,899

332,500

歳 円 円 円352,580373,259325,50543.0類似団体
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　　②技能労務職

参考

A/B平均年齢
対応する民間
の類似職種

平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額
（A）

平均給料月額
区　　分

平均年齢 職員数
平均給与月額

（B）

公　　務　　員 民　　間

2

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円 123.1%

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円286,19613

287,094

275,812

の類似職種

281,200

（国ベ ス）

10

289,900

調理師

参　　　考

類似団体 48.9

534

48.8 5193

（A）

うち調理員

岡山県職員

国

53.5

勝央町 53.6 13 282,000 286,246 -

287,550

391,307

（B）

-

47.4 -

-

283,830

362,025

-

-

233,50042.3

-

-

-

339,294

320,514

293,286 - -

-

-

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成16～18年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

　　③教育職については、該当なし

年収ベース（試算値）の比較

公務員（C） 民間（D）

4,699,500円 3,180,400円

区　　分

1.47

勝央町

うち調理員

C/D

－ － －

　　③教育職については、該当なし

（注）１　「平均給料月額」とは、19年4月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（平成19年4月1日現在）（2) 職員の初任給の状況（平成19年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

区　　　　　分

一般行政職

142,800

135,600

***** 123,833

136,664 138,400

135,600

*****

136,858

国岡　山　県

171,850 170,200大　学　卒

高　校　卒

勝　央　町

170,200

高　校　卒

中　学　卒

技能労務職

円 円

※岡山県では職員の給与の特例に関する条例により、岡山県職員の給料及び期末勤勉手当は３％削減されています。

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成19年4月1日現在）

【勝央町】

円 円 円

円 円 円

区　　　　分

123,833

経験年数２０年程度

216,600

経験年数１０年程度

大　学　卒

高　校　卒

中 学 卒

一般行政職 238,186

経験年数１５年程度

*****

329,820287,300

268,150円 円 円

円 円 円

円 円 円

技能労務職

中　学　卒

高　校　卒

6,600高　校　卒

262,025

*****

*****

*****

*****

*****

68, 50
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（19年4月1日現在）

3

（1) 一般行政職の級別職員数の状況（19年4月1日現在）

17 23.0

・相当高度な知識又は経験を必要と
　する主事又は技師
・主任

区　　分

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

9.47

・高度の知識又は経験を必要とする
　主事又は技師

３　　級

１　　級

２　　級

・主事補又は技師補の職務
定期的な業務を行う主事又は技師

職員数標準的な職務内容 構成比

11

　　　　　　　　人

14.9

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

（注）１　勝央町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
２ 標準的な職務内容とは それぞれの級に該当する代表的な職務である

　　　　　　　　％

16.2

11

　　　　　　　　人
・主査

　　　　　　　　％

17 23.0・主任

21.6

12

16

　　　　　　　　％

14.9

６　　級

５　　級 ・参事補、室長補佐及び園長
　　　　　　　　人

・参事、局長及び室長
　　　　　　　　人

４　　級

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

５級
５級

19 2%

６級

21.6%

６級

17.8%

７級

15.6%

８級

70%

80%

90%

100%

３級

23.0%
３級

23.3%

４級

14.9%

４級

16.4%

４級

15.6%

16.2%
19.2%

５級

0.0%

６級

29.8%

30%

40%

50%

60%

70%

　（注（注）平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　
統合）

１級

9.4%
１級

8.2%

１級

1.3%

２級

14.9%
２級

15.0%

２級

9.1%

３級

13.0%

0%

10%

20%

平成19年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

 　　統合）　　　　　

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

職員の業績、能力、意欲・態度を把握し、職員の執務について統一的に勤務実績の考課を行って、能力育成の指針とする
とともに、能力に応じた適正な人事配置を行うことにより勤労意欲の増進を促し、公務能率の向上を図るために、平成19年度
から人事考課を導入しているが、勤務成績の昇給への反映は行っていない。
今後、人事考課が職員に定着し、考課者基準のレベルが整った時点において昇給時の昇給幅及び勤勉手当成績率算定
の基礎資料として活用する予定。
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

国勝　　央　　町 岡山県職員

4

千円 千円

（18年度支給割合） （18年度支給割合） （18年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　  勤勉手当

3  月分 ###  月分 3  月分  月分 3  月分  月分

（ - ）月分 ( - ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算５％～１５％

1.6 0.751.6

役職加算　５～２０％
管理職加算　１０～２５％

役職加算　５～２０％
管理職加算　１０～２５％

1.45

0.75

１人当たり平均支給額（18年度）

1,535 1,818

―１人当たり平均支給額（18年度）

1.45

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

現在、勤務実績の勤務手当への反映は行っていない。
一律支給：6月　0.725月分、12月　0．725月分

（2) 退職手当（平成19年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

23.50

33.50

30.55

41.34

59.2847.50

国勝　　央　　町

23.50

33.50

47.50

30.55

59.28

41.34

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2%～20%加算） （2%～20%加算）

１人当たり平均支給額　　 １人当たり平均支給額 　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、16～18年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当については該当なし

千円

59.28

*****

59.28 59.28 59.28

千円18,705 *****

 (4) 特殊勤務手当（平成19年4月1日現在）

千円

　％

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

主な支給対象業務

2

手当の名称 左記職員に対する支給単価主な支給対象職員

支給実績（18年度決算）

清掃作業 自動車 運転に従事し

職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度）

手当の種類（手当数）

140

2.2

420

千円

火葬処理作業に従事した職員

清掃作業従事手当 清掃作業 月額３５００円

１件当たり１５００円火葬処理火葬手当

清掃作業の自動車の運転に従事し
た職員

4



 (5) 時間外勤務手当

5

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成19年4月1日現在）
支給実績国の制度と

手 当 名

支 給 実 績 （ 17 年 度 決 算 ） 4,595

支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ）

（18年度決算）
支給職員１人当たり
平均支給年額

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 17 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ） 17

41

1,925

国の制度
との異同 異なる内容内容及び支給単価

円

手　当　名

156,738千円

（18年度決算）
（18年度決算） 平均支給年額との異同 異なる内容内容及び支給単価

扶養手当 同

ア配偶者13,000円
イ配偶者以外の扶養親族
　①1人につき6,500円
　②配偶者非扶養の場合
　　そのうち1人について6,500円
　③配偶者がいない場合
　　そのうち1人について11,000円
特定期間の加算　5,000円

9,561

円

円

千円3,310 220,667

46,150千円通勤手当

同

同

自動車等の使用を常例とし、通勤距
離が片道2㎞以上であること
片道使用距離により、2,000円～
24,500円

住居手当

家賃23,000円以下　家賃－12,000円
家賃23,000円を超え55,000円未満
(家賃－23,000円)×1/2＋11,000円
家賃55,000円以上　27,000円

4,615

円

円

3歳以上12歳以下（小学校修了前）
の児童に対し、
第1子及び第2子は月額5,000円
第3子以降は、月額10,000円
3歳未満は、月額10,000円

7,707

1,290

千円 233,500

児童手当 71,670千円同

管理職手当 異
6級（参事相当職）　27,000円
5級（参事補相当職）　18,000円 対象級・金額

５　特別職の報酬等の状況（平成19年4月1日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（参考）類似団体における最高／最低額

325,000874,000

475,200

610,000

560,000

区 分

給

料

町 長

副 町 長

収 入 役

325,000

583,000

656,000

給 料 月 額 等

720,000

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

152,800

,

240,000

,

　　（18年度支給割合）

報

酬

議 長

期

220,000

4.45

議 員

役

副 議 長

町 長

191,700285,000

,

副 町 長

261,000

380,000 243,000300,000

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

在職期間1年につき100分の500 14,400,000円 任期満了時

在職期間1年につき100分の300  7,320,000円 任期満了時

在職期間1年につき100分の260  5,824,000円 任期満了時

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

　　（18年度支給割合）

期
末
手
当

議 員

3.30

退
職
手
当

市 区 町 村 長

収 入 役

収 入 役

副 町 長

備　　　　考

議 長

副 議 長
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

6

状 増
（各年４月１日現在）

16

0

主 な 増 減 理 由

0

0
0
0

一
般
行
政
部

税務
労働
農林水産

土木

0

1

0
0

45 0

1
8

商工
8

普
通

5

議会 2

平成18年

民生

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

総務

45

平成19年

対前年
増減数

職 員 数

16
2

5
0
8

8

人口1万人当たり職員数 　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数 　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

異動による減
異動による増

＜参考＞

95

0

95

18 18

1
3
12

0

113

4 -1

0
計

部
門

45
10

0
通
会
計
部
門

消防部門
教育部門

10
民生
衛生

45

　公
営

82.93

86.64

0

0
0

0

＜参考＞

98.65

109.67

113
小　計

水道
下水道 11

人口1万人当たり職員数 　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。（教育長含む。）
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

[           ］

異動による増
異動による増

2423 1

112
18 9

＜参考＞

　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

119.60

137 1
[      157       ］

136
合　　計

小　計

[      157      ］

その他
下水道 11

（2)年齢別職員構成の状況（平成19年4月1日現在）

20

25

30%

5

10

15
構成比

５年前の構成比

　

0
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計

～

52歳

区　分

32歳 36歳

～ ～～ ～ ～

40歳20歳 20歳 24歳 28歳

～ ～ ～ ～

56歳 60歳44歳 48歳

7

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

1360

人 人

以上

人

55歳

人人 人

31 14

59歳35歳未満

12 20

23歳 27歳 31歳

人 人 人

43歳

13 11

人人

7 12
職員数

140

人 人

2

47歳 51歳39歳

平成 年 純減数 純減率平成 年

人 人 人 ％

（参考）勝央町集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

140 134 -4.3-6

職員数 職員数

平成17年4月1日

計画期間

純減数 純減率平成22年4月1日

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

計画期間

始　期
数値目標

終　期

平成17年 4月 1日 平 成 22 年 4 月 1 日 -6人

（各年４月１日現在）

-4（66.7%）

140

―

― ―

-6

（参考）

計 数値目標

１７年～１９年

―

135 136 139 ―

―

２０年

1 3

―

― ―

― ―

増 減

職員数 ― ―

― ― ―増 減

134

-5

―

一般行政

３年目１年目 ２年目

職員数

　　　　　　　　　区　　分

部　　門 計画始期

１７年 １８年 １９年

― ― ― ―

教　育

消　防 職員数 ―

増 減

―

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

―― ―

――

―

― ― ―

―

―

―

―

―

増 減

増 減

―

増 減 ―

計

職員数

等 会 計

140 135

公 営 企 業

職員数 134

-5 -4（66.7%） -6

―136

1 3

139

７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　 ① 職員給与費の状況
ア　決算

職員給与費 　（参考）区　　分 総費用 純損益又は実

Ａ  

　　　　千円

　質収支

千円　18年度

418 880 -49 470

17年度の総費用に占

める職員給与費比率Ｂ　

総費用に占める

職員給与費比率

％

24 053 5 74 5 5

千円　 ％

　　　　　　Ｂ／Ａ

　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、19年3月31日現在の人数である。

　　計　　Ｂ

418,880 -49,470

（参考）総務省提供

千円

一人当たり給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B/A 市町村平均給与費給　 料 職員手当

18年度 人 千円 千円

6,8954 16,196 1,227

区　　分 職員数

　　　　　　Ａ

24,053 5.74 5.5

6,629 24,052 6,013

　　　　　千円 千円 千円
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イ　 特記事項

8

※なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（19年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

基本給平　均　年　齢 平均月収額

460,885

572,943団 体 平 均

　　　　　　区　　分

勝 央 町 44.7

45.3

318,700

375,666

（注）　平均月収には、期末・勤勉手当等を含む。

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　1,785,377

１人当たり平均支給額（18年度） １人当たり平均支給額（18年度）

団体平均勝　　央　　町

（18年度支給割合） （18年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

3  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算５％～１５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

1.45

イ　退職手当（19年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

30.55

33.50 41.34

47.50 59.28

59.2859.28

23.50

59.28

23.50 30.55

勝　　央　　町 国

33.50 41.34

47.50

59.28

59.28

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2%～20%加算） （2%～20%加算）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、18年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当については該当無し

59.2859.28 59.28

***** ***************

59.28

エ　特殊勤務手当については該当無し

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ） 29

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ） 15

支 給 実 績 （ 17 年 度 決 算 ） 66

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 17 年 度 決 算 ） 17

8



カ　その他の手当（19年4月1日現在）

9

円

支給実績
手　当　名 内容及び支給単価 （18年度決算） 平均支給年額

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異な
る内容 （18年度決算）

支給職員１人当たり

420 千円 140,000扶養手当

ア配偶者13,000円
イ配偶者以外の扶養親族
　①1人につき6,500円
　②配偶者非扶養の場合
　　そのうち1人について6,500円
　③配偶者がいない場合
　　そのうち1人について11,000円
特定期間の加算　5,000円

同

円

円

円

千円 51,150

住居手当

家賃23,000円以下　家賃－12,000円
家賃23,000円を超え55,000円未満
(家賃－23,000円)×1/2＋11,000円
家賃55,000円以上　27,000円

同

管理職手当
6級（参事相当職）　27,000円
5級（参事補相当職）　18,000円 異 対象級・金額

0 千円

通勤手当

自動車等の使用を常例とし、通勤距
離が片道2㎞以上であること
片道使用距離により、2,000円～
24,500円

同

301,200

0

205

602 千円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

　実績無し

８　職員の勤務時間その他勤務条件

（１）　勤務時間の状況

午前 時 分 午後 時 分

平成１９年３月３１日まで 平成１９年４月１日以降

勤務時 午前 時 分 午後 時 分

（注） 公務の運営上の事情により、特別な形態によって勤務する必要がある職員（図書館等）は、上の表

以外の勤務時間の割り振りによります。

（２）　休暇、休暇制度の取得状況

職員の休暇 休暇制度については 勝央町職員の勤務時間 休暇等に関する条例 規則や職員の育児休業等に関する条例

午前８時３０分～午後５時１５分

午後１２時１５分～午後１時

勤務時間

休憩時間

休息時間

午前８時３０分～午後５時１５分

午後１２時１５分～午後１時

午後１２時～午後１２時１５分、午後３時～午後３時１５分 廃　　止

　職員の休暇、休暇制度については、勝央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、規則や職員の育児休業等に関する条例、

規則等に基づいて定められており、主な休暇、休業の状況は下の表のとおりです。

２０日（１年当たり） 日

３日（毎年７月１日～９月３０日までの期間） 日

産前８週間・産後８週間 人

原則９０日以内 人

６月以内 人

区　　分

年次有給休暇

夏季休暇

産前・産後休暇

病気休暇

平 均

平 均

取得者

取得者 12.0

2.9

3.0

介護休暇

休暇（休業）期間 １８年度取得状況

取得者 0.0

7.5

５日以内（小学校就学の始期に達するまでの子） 人

子が３歳に達するまでの期間のうち、申請して承認された期間 人

看護休暇

育児休業

取得者 5.0

3.0取 得者
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９　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

平成１８年度の分限処分の状況は 下の表のとおりです

10

平成１８年度の分限処分の状況は、下の表のとおりです。

（注） 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保から、職員がその職責を十分に果たすことができない

場合に行われる、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分のことをいいます。

（２）懲戒処分の状況

平成１８年度の懲戒処分の状況は、下の表のとおりです。

降　任 免　職 休　職 降　級 合　計

０人０人 ０人 ０人 ０人

（注） 懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持する目的から、職務上の義務違反など公務員としてふさわしくない

非行がある場合に行われる処分をいいます。

１０　職員の服務の状況

（１）職員の守るべき義務の概要

戒　告 減　給 停　職 免　職 合　計

０人０人 ０人 ０人 ０人

（１）職員の守るべき義務の概要

（２）職務専念義務免除の状況
平成１８年度の職務専念義務免除の状況は、下の表のとおりです。

地方公務員法第３０条は、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、かつ、職務

の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現す

るため、同法は職員に対し、秘密を守る義務（同法第３４条）、職務に専念する義務（同法３５条）、政治的行為の制限（同法第３６

条）、争議行為等の禁止（同法第３７条）、営利企業等の従事制限（同法第３８条）など服務上の強い制約を課しています。

平成１８年度の職務専念義務免除の状況は、下の表のとおりです。

研修を受ける場合

厚生に関する計画に実施に参加する場合

町長が別に定める場合

（３）営利企業等従事許可の状況
職員は 任命権者の許可を得なければ 営利を目的とする会社等の役員を兼ねたり 報酬を得ていかなる事業若しくは事務に

免　除　の　事　由 承　認　件　数

０件

０件

４件

　職員は、任命権者の許可を得なければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ねたり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務に

も従事してはならないとされています。（地方公務員法第３８条）

営利企業等従事許可申請・許可件数

内　　　　容 申請件数 許可件数

０件 ０件
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１１　職員の研修及び人事考課の状況
（１）職員の研修の状況

人

人県職員と 人事交流

職員派遣研修 1

0

11

人

人

人

人

人

人

人

人

県職員との人事交流

自治大学校

岡山県市町村職員研修センター実施の研修

新規採用職員研修

必
須
現任１部研修

現任３部研修

新任課長補佐研修

新任係長研修

44

1

0

1

4

5

5

8

人

人

人

人

人

人

人

人

現任４部研修

法制執務研修

クレーム対応研修

指定管理者制度と市場化テスト研修

メンタルヘルス研修

コンプライアンス研修

専
門

パソコン研修

4

2

2

2

3

2

1

人

人

人

人

人

人

人

（注） 上の表の研修は、総務部が管理する研修です。この他、各部（局・室）での業務の専門的研修があります。

合　　　　計

特別研修

人事考課研修

メンタルヘルス研修

コミュニケーション能力向上研修

個人情報保護法制と条例運用事務研修

2

3

2

121

121

166

（２）人事考課の状況

　人事考課は、直属の参事等により業務目標の達成度や職務遂行能力などについて評価され、職員の資質向上など

人材育成を主眼とし行っており、今後、昇任・昇格・人事異動の資料として組織の活性化に活用していく予定です。

１２　職員の福祉等の状況

（１）福利厚生制度の状況

公務能率の向上を図るため、職員の健康管理等の厚生事業を実施しており、平成１８年度の状況は下の表のとおりです。　公務能率の向上を図るため、職員の健康管理等の厚生事業を実施しており、平成１８年度の状況は下の表のとおりです。

人

人

人

人

健康

管理

希望職員

希望職員

全職員定期健康診断

冠婚葬祭等に係る給付事業及び文化レク
リエーション等の福利増進事業に対して職員互助会への補助

希望職員子宮がん検診

一般ドック

脳ドック

補助金額
965千円

区分 主　な　項　目 対　象　者　等 実　施　状　況

72

90

12

9

福利

（２）共済制度の状況

社会保障の一環としての共済制度の概要は、次のとおりです。

① 岡山県市町村職員共済組合

② （ア）短期給付事業 病気・ケガ・出産・死亡・休業・災害に対して必要な給付を行う。

（イ）長期事業 退職・障害・死亡に対して年金又は一時金の給付を行う。

（ ）福 事業 康診 康 増進事業 貸

リ ション等の福利増進事業に対して
の補助

職員互助会 の補助
965千円

事業

機 関

事 業 概 要

（ウ）福祉事業 健康診断などの健康の保持増進事業、貸付などを行う。

③ 必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄われています。財 源
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主な短期給付の状況は、下の表のとおりです。

医療の給付

区分 主な内容

保健
高額医療費 27 件 3 157

件　　　数 金　　　額

千円

12

件

入院付加金

一部負担金払戻

保健
給付

休業
給付

付　加
給付等

災害
給付

高額医療費

出産費

傷病手当金

育児休業手当金

件

27

5

0

66

件

件

3,157 千円

千円

1,876

0

1,130

千円

千円災害見舞金

（注） H18.4.1～H19.3.31の期間に給付されたのべ件数及び金額となっています。

（注） 給付実績は、組合員とその家族（被扶養者）を含めた金額となっています。

（３）公務災害補償制度の状況

　公務災害補償制度は、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害及び死亡）又は通勤による災害を受けた場合に、その災害

によって生じた損害の補填（補償）と、被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業（福祉事業）

を行うことを目的としていますを行うことを目的としています。

　具体的には、地方公務員法４５条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によって定められています。

　公務災害又は通勤災害と認定された件数は下の表のとおりです。

０件

１件

平成１８年度実績

認定件数

うち公務災害

うち通勤災害

１件

１３　勤務条件及び不利益処分に関する不服申立て等の状況
　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を講じるとともに、職員に対する
不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定を行う岡山県人事委員会に事務を委託しています。

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

平成１８年度の措置の要求はありません。

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況

平成１８年度の不服申立てはありません。
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